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                     こんにちは 

            こちらは、滋賀県食品安全監視センターです。 

 

 

    **************************** I N D E X *********************************** 

    *                                     * 

            （１）カンピロバクターの食中毒の発生について 

    *                                                                       * 

    * ─────────────────────────────────── * 

       

      （２）大量調理施設衛生管理マニュアルの改正について 

    *                                                                       * 

    * ─────────────────────────────────── *  

    *                                     * 

      （３）食品回収情報（ H29.5.26 ～ H29.6.26）(略) 

    *                                     * 

    * ─────────────────────────────────── * 

     

    **************************************************************************** 
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（１）カンピロバクターの食中毒の発生について 

     

  6 月 12 日に滋賀県内の施設でカンピロバクターを原因とする食中毒が発生しました。 

 

 

 ＜カンピロバクターについて＞ 

 カンピロバクターは主に鶏や牛、豚などの家畜の腸管内に存在します。 

 家畜を食肉に加工するときに、腸管内のカンピロバクターが汚染されています。 

  

 厚生労働科学研究の事業の報告では、市販の鶏肉についてカンピロバクターの汚染調査をしたところ、 

  鶏レバーから 66.1％、砂肝から 66.7％、鶏肉から 100％検出されているとの報告があります。 

  また、滋賀県内の食鳥処理場で処理された鶏モモ、ムネ、ササミ計 26 件について検査 



  をしたところ、いずれも 50％以上から検出されました。 

 この菌は酸素が少ないところを好み、4℃以下の冷蔵庫内でも長く生存しています。 

  また、鶏肉を切った後に同じ包丁やまな板でサラダ用の野菜を切ると、サラダにも汚染が広がってしま 

 います。 

 

 カンピロバクター食中毒を防ぐために、次の 4点を必ず守ってください！ 

 1.しっかり加熱する！！生肉を食べない。 

 2.調理器具（まな板、包丁、バット等）の使い分けを徹底する。 

 3.生肉と生野菜・調理済み食品が接触しないように取り扱う。 

 4.食肉を取り扱った後の手指の洗浄と消毒を十分に行う。 

 

■参考リンク 

  カンピロバクターによる食中毒が多発しています！！ 滋賀県 

  http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/shoku/00osirase/h27campylobacter.html  

 

 カンピロバクターについて 滋賀県 

 http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/shoku/02tyudoku/bunseki/5campylobacter/campylobacter_tokut 

you.html 

 

 カンピロバクターに関するＱ＆Ａ 厚生労働省 

 http://www.mhlw.go.jp/qa/syokuhin/campylo/index.html 
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（２）大量調理施設衛生管理マニュアルの改正について 

 

平成２９年６月１６日付けで「大量調理施設衛生管理マニュアル」の改正が行われました。 

主な改正内容は、次のとおりです 

 

 

【主な改正内容】 

１加熱せずに喫食する食品（牛乳、発酵乳、プリン等容器包装に入れられ、かつ、殺菌された食品を除く。) 

 については、乾物や摂取量が少ない食品も含め、製造加工業者の衛生管理の体制について保健所の監視票、 

 食品等事業者の自主管理記録票等により確認するとともに、製造加工業者が従事者の健康状態の確認等ノ 

 ロウイルス対策を適切に行っているかを確認することが追記されました。 

 

２高齢者、若齢者および抵抗力の弱い者を対象とした食事を提供する施設で、野菜および果物を加熱せずに 

 供する場合（表皮を除去する場合を除く。）には、殺菌を行うことが追記されました。 

 

３調理従事者等は、毎日作業開始前に、自らの健康状態を衛生管理者に報告し、衛生管理者はその結果を記 

 録することが追記されました。 

 

４調理従事者等の検便検査において、10 月から３月までの間には月に１回以上または必要に応じてノロウイ 



 ルスの検便検査に努めること。また、ノロウイルスの検査に当たっては、遺伝子型によらず、概ね便１ｇ 

 当たり10の5乗オーダーのノロウイルスを検出できる検査法を用いることが望ましいことが追記されまし 

 た。 

 

５ノロウイルスの無症状病原体保有者であることが判明した調理従事者等は、検便検査においてノロウイル 

 スを保有していないことが確認されるまでの間、食品に直接触れる調理作業を控えるなど適切な措置をと 

 ることが望ましいことが追記されました。 

 

６食中毒が発生した時の原因究明を確実に行うため、原則として、調理従事者等は当該施設で調理された食 

 品を喫食しないこと。ただし、原因究明支障を来さないための措置が講じられている場合はこの限りでな 

 い。（毎日の健康調査及び検便検査等）とされていましたが、 

「毎日の健康調査及び検便検査」の文言が「試食担当者を限定する」ことに変更となりました。 

 

引き続き、大量調理施設のみならず、中小規模調理施設等の事業者さまにおかれましても、マニュアルの趣 

旨を踏まえた衛生管理の徹底を図るよう、お願い申し上げます。 

 

■参考リンク 

以下のページで「大量調理施設衛生管理マニュアル」が確認できます。 

  

食品等事業者の衛生管理に関する情報 厚生労働省                  

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/01.html 
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  食品安全監視センターの所在地・連絡先  

   〒５２０－０８３４  

     滋賀県大津市御殿浜１３番４５号（衛生科学センター内）  

      ＴＥＬ ： ０７７－５３１－０２４８  

      ＦＡＸ ： ０７７－５３７－８６３３    

      Ｅmail  ： shokuhin@pref.shiga.lg.jp  

       http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/01anzen/center/00top.html  

     

   ≪交通案内≫  

     ＪＲ石山駅北口下車 徒歩１０分  

     京阪電車石山坂本線粟津駅下車 徒歩５分  

      「晴嵐」交差点の角（ちなみに周辺は近江八景の一つ「粟津の晴嵐」です。） 

    

           

 ◆───―――――――――－- -  -通信編集担当より-  - - -－―――――――――───◆ 

 

    ／      ＼ ｌ  ｜  l  l  ｌ  

               ヽ ｌ  ｜  

       Ｙ⌒Ｙ⌒Ｙ⌒Ｙ⌒ヽ |  l  ｌ  



       ∥ ／ ヽ l l  

       ∥((( ( ( | ｌ        梅雨入りとなりましたが、みなさま、 

       ∥ ＾ ＾|||| |       いかがお過ごしですか。 

       ∥人ー ||||ｌ |        

      （~) ７ 川|| ｌ        この時期から、食品で注意してほしいことは、 

                     なんといっても食中毒です。 

       『梅雨入り』        じめじめしていると微生物も元気旺盛です。 

                     衛生管理は十分に注意しましょう。 

                              

  

         みなさまからのご意見・ご感想は下記アドレスまでお寄せ下さい。 

                  

              Email：shokuhin@pref.shiga.lg.jp  

                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

       また、食品衛生に関するもっと詳しい情報を知りたい方は、滋賀県ホームページ  

      の食の安全情報にアクセスしてください。 

                   ↓  ↓  ↓  

           http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/shoku/ 

 

 

       なお、『ぷちリス』バックナンバーは食品安全監視センターＨＰに掲載中です！ 

                        ↓  ↓  ↓ 

        http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/01anzen/center/301putirisu-index.html 
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